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(57)【要約】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの第１
手摺(２)は、環状に形成された循環する第１手摺ベルト
(３)を含み、このベルトは、乗客が手で掴んで支えるた
めの第１握り部(４)を有する。第１握り部(４)は、運送
方向に対して下流に位置する下流端(５)を有する。手摺
ベルト(３)を支持、案内するために、手摺(２)は、第１
側面(７)を有する第１手摺フレーム(６)を含む。第２手
摺(８)は、運送方向に対して第１手摺の下流に、コンベ
ヤに沿って第１手摺と同じ側に配設され、第１手摺(２)
と並行して伸びている。第２手摺(８)は、環状に形成さ
れた第２循環手摺ベルト(９)を含み、このベルトは、乗
客が手で掴んで支えるための上部第２握り部(10)を有す
る。第２握り部(10)は、運送方向に対して上流に位置す
る上流端(11)を有する。手摺ベルト(９)を支持、案内す
るために、手摺(８)は第２側面(13)を有する第２手摺フ
レーム(12)を含み、第２側面は、第１側面(７)と向い合
っている。第１手摺(２)および第２手摺(８)は、第１握
り部(４)の下流端(５)が第２握り部(10)の上流端(11)と
実質的に並行するよう、相互の重複部をもって設置され
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－乗客を運送方向に移動させるコンベヤ(１)と、
　－第１手摺(２)とを含み、第１手摺は、環状に形成され乗客が手で掴んで支えるための
上部第１握り部(４)を有して第１握り部が運送方向に対して下流に位置する下流端(５)を
有する動く第１手摺ベルト(３)、該手摺ベルト(３)を支持して案内する第１手摺フレーム
(６)、および第１側面(７)を含み、さらに
　－運送方向に見て第１手摺の下流に、前記コンベヤに沿って第１手摺(２)と同じ側に設
けられ、第１手摺に並行して伸びる第２手摺(８)を含み、第２手摺(８)は、環状に形成さ
れ乗客が手で掴んで支えるための上部第２握り部(10)を有して第２握り部が運送方向に対
して上流に位置する上流端(11)を有する第２循環手摺ベルト(９)、該手摺ベルト(９)を支
持して案内する第２手摺フレーム(12)、および第１手摺フレーム(６)の第１側面(７)に面
している第２側面(13)を含む、人を運送する動く歩道、動くスロープ、またはエスカレー
タにおいて、
　第１手摺(２)および第２手摺(８)は、第１握り部(４)の前記下流端(５)が第２握り部(1
0)の前記上流端(11)と実質的に並行して設けられるよう相互の重複部をもって設置され、
第１握り部と第２握り部との間に間隙(14)が残り、第１手摺(２)および／または第２手摺
(８)は、乗客の指が前記間隙(14)に入り込むのを防止する案内部材(15)を含むことを特徴
とする動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータ。
【請求項２】
　請求項１に記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータにおいて、第１手摺(
２)は、前記コンベヤに対して第２手摺(８)よりも内側に位置し、前記案内部材(15)は、
第１手摺フレーム(６)の第１側面(７)に取り付けられることを特徴とする動く歩道、動く
スロープ、またはエスカレータ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータにおいて、前
記案内部材(15)は案内端(16)を含み、該案内端は、第１手摺ベルト(３)の真下に伸びて、
第１握り部(４)の近傍で該握り部に並行し、指が第１手摺ベルト(３)の下に入り込むのを
防止することを特徴とする動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータ。
【請求項４】
　請求項３に記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータにおいて、前記案内端
(16)は突起や波形状などの警告部材(17)を有し、第１手摺ベルト(３)を掴む手の指が該警
告部材(17)に触れることで、乗客が切替り点に近づいていることに気付くことができ、該
切替り点で手を第１手摺ベルト(３)から第２手摺ベルト(８)に移動しなければならないこ
とを特徴とする動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータ。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータに
おいて、第２手摺ベルト(３)は、下部戻り部(18)およびアーチ状転換部(19)を含み、該転
換部で第２手摺ベルトが実質的に180度の大きな径をもって前記戻り部(18)から第２握り
部(10)に転換し、前記案内部材(15)は、横方向および垂直方向において、第２手摺ベルト
の転換部の少なくとも一部分にわたって、その曲形状に沿って伸びるカバーストリップ(2
0)を含み、乗客の手が第１手摺フレーム(６)と第２手摺ベルト(３)の転換部(19)との間の
前記間隙に入り込むのを防止することを特徴とする動く歩道、動くスロープ、またはエス
カレータ。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータに
おいて、前記案内部材(15)は、前記間隙(14)内を長手方向に垂直に伸びる挿入部材(21)を
含み、該挿入部材は、前記手摺ベルト(３、９)の上面の高さ(T)近くで該間隙の長さ方向
および幅方向を部分的に埋めて、指が前記間隙に入り込むのを防止することを特徴とする
動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータ。
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【請求項７】
　請求項６に記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータにおいて、前記案内部
材(15)は固体材料で形成された一つの部材であり、そこに、前記案内端(16)、警告部材(1
7)、カバーストリップ(20)、および挿入部材(21)が一体化されていることを特徴とする動
く歩道、動くスロープ、またはエスカレータ。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータに
おいて、第１手摺ベルト(３)および第２手摺ベルト(９)の運転速度は実質的に同じである
ことを特徴とする動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータ。
【請求項９】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータに
おいて、第１手摺ベルト(３)および第２手摺ベルト(９)の運転速度は異なることを特徴と
する動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータ。
【請求項１０】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータに
おいて、該動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータはいわゆる高速の動く歩道、動
くスロープ、またはエスカレータであり、乗客輸送速度を実質的に低速の初期速度から高
輸送速度へと加速する加速部(22)と、乗客を一定の輸送速度で運送する定速部(23)と、乗
客輸送速度を該一定輸送速度から減速最終速度へと減速する減速部(24)とを含むことを特
徴とする動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータ。
【請求項１１】
　請求項10に記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータにおいて、第１手摺(
２)は加速部(22)に、第２手摺(８)は前記加速部(22)または定速部(23)に設けられ、この
とき、第２手摺ベルト(９)の運転速度は第１手摺ベルト(３)の運転速度よりも速いことを
特徴とする動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータ。
【請求項１２】
　請求項10のいずれかに記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータにおいて、
第１手摺(２)および第２手摺(８)は前記定速部(23)に設けられ、第１手摺ベルト(３)と第
２手摺ベルト(９)の運転速度は実質的に同じであることを特徴とする動く歩道、動くスロ
ープ、またはエスカレータ。
【請求項１３】
　請求項10のいずれかに記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータにおいて、
第１手摺(２)は前記定速部(23)または減速部(24)に、第２手摺(８)は該減速部(24)に設け
られ、このとき、第２手摺ベルト(９)の運転速度は第１手摺ベルト(３)の運転速度よりも
遅いことを特徴とする動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータ。
【請求項１４】
　請求項１ないし13のいずれかに記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータに
おいて、該動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータは、床やその他の支持体などの
固定基部に設置するように設計された低構造体であることを特徴とする動く歩道、動くス
ロープ、またはエスカレータ。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前段に記載の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータに関
するものである。
【発明の背景】
【０００２】
　立っている、または歩いている人々を運送する方式として、従来、さまざまなタイプの
動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータがある。動く歩道はまた、自動歩道および
オートウォークとしても知られている。このような動く歩道は、例えば、空港、ショッピ
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ングセンター、地下鉄の駅などの長い通路や、広い空間に設置される。動く歩道は、水平
部と、緩やかな上昇および下降勾配部とを含んでいてよい。
【０００３】
　従来技術において、動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータは、人々をコンベヤ
で運送方向に移動させるコンベヤを含むものとして知られている。動く歩道はさらに、第
１手摺と、運送方向に対して第１手摺の下流に配設される第２手摺とを含み、第２手摺は
第１手摺に並行して、コンベヤの同じ側をそこに沿って伸びている。第１手摺は、環状に
形成された循環する第１手摺ベルトを含み、このベルトは上部第１握り部を有し、乗客が
手で掴んで支えることができる。手摺ベルトは第１手摺フレームで支持される。同様に、
第２手摺は環状に形成された循環する第２手摺ベルトを含み、このベルトは上部第２握り
部を有し、乗客は手で掴んで支えることができる。手摺ベルトは第２手摺フレームで支持
される。
【０００４】
　日本国特許公開公報第2000‐318961号の明細書にこのタイプの方式が開示されていて、
連続する複数の手摺を有する加減速型の動く歩道用の手摺に関して述べている。軸方向に
連続する手摺２本ごとに、互いに独立して動く循環手摺ベルトの転換部が互いに近接して
配設されているため、手摺ベルトの転換部における円弧の半径を非常に小さくしなければ
ならない。連続する２本の手摺ベルト間の間隙を覆うために、手摺には、くし板状の固定
手摺部分が手摺ベルトの直線上に設けられている。くし板は互いに隣接する複数の指状突
起を有する。これに対して、循環手摺ベルトには、くし板の指状突起を受けるための複数
の互いに隣接する溝が設けられている。くし板および溝は、乗客の手／指が手摺ベルト間
の間隙に挟まるのを防ぐことで、乗客が怪我を負うのを防止する役割を果たす。
【０００５】
　従来方式における問題点は、それまでの、手摺ベルトが下部戻り部と上部手摺部との間
で180度の弧を描いて回転する、径の大きな転換部を使用できないことである。
【０００６】
　そのうえ、従来方式では、くし板および溝のある手摺ベルトは高価で複雑な特殊構造を
しているという問題もある。乗客にとって、溝のある手摺ベルトに触れたり寄りかかった
りするのは不便である。また、溝にはごみが溜まりやすい。
【発明の目的】
【０００７】
　本発明は、上述の欠点を克服することを目的とする。
【０００８】
　本発明はとくに、簡単で経済的に有利な方法で、手や指が連続する手摺ベルト間に挟ま
るのを防ぐ、動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータを開示することを目的とする
。
【０００９】
　さらに本発明は、従来の表面が平滑な手摺ベルトを使用して循環手摺ベルトを構成する
手摺を実現し、また、径の大きい(例えば、0.5mのオーダーの)円弧を形成する従来の転換
部を利用して端部を実現する動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータを開示するこ
とを目的とする。
【発明の簡単な説明】
【００１０】
　本発明の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータは、請求項１に開示されている
事項により特徴付けられる。本発明の他の実施例は、他の請求項に開示されている事項に
より特徴付けられる。また本発明の実施例は、本願の明細書および図面に示されている。
本願に開示されている発明の内容は、特許請求の範囲に規定されているものとは別の形で
規定することも可能である。また、本発明は、とくに外在あるいは内在するサブタスクの
点から見た場合、または達成される利点あるいは一連の利点から見た場合に、いくつかの
別々の発明から成っていてもよい。この場合、特許請求の範囲に含まれるある特徴が、別
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の発明思想の観点から見て不必要であってもよい。本発明の基本概念の枠内で、本発明の
様々な実施例における特徴は、他の実施例と併せて適用可能である。
【００１１】
　本発明の動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータは以下を含む。
【００１２】
　－乗客を運送方向に移動させるコンベヤ。
【００１３】
　－第１手摺。第１手摺は、環状に形成され乗客が手で掴んで支えるための上部第１握り
部を有し、第１握り部が運送方向に対して下流に位置する下流端を備える動く第１手摺ベ
ルトと、手摺ベルトを支持して案内する第１手摺フレームと、第１側面とを有する。
【００１４】
　－運送方向から見て第１手摺の下流に、コンベヤに沿って第１手摺と同じ側に設けられ
、第１手摺に並行して伸びる第２手摺。第２手摺は、環状に形成され乗客が手で掴んで支
えるための上部第２握り部を有して第２握り部が運送方向に対して上流に位置する上流端
を備える循環する第２手摺ベルト、手摺ベルトを支持して案内する第２手摺フレームと、
第１手摺フレームの第１側面と向かい合う第２側面とを有する。
【００１５】
　本発明では、第１手摺および第２手摺は相互重複部をもって設置され、第１握り部と第
２握り部の間に間隙を残して、第１握り部の下流端が第２握り部の上流端と実質的に並行
する。第１手摺および／または第２手摺は案内部材を有し、互いに隣接する手摺ベルト間
の間隙に乗客の指が入り込むのを防ぐ。
【００１６】
　本発明の利点は、手摺の重複配置によって、従来の径の大きなアーチ状の転換部を使用
して手摺の端部を実現できることにある。また、案内部材は、手摺ベルト間の間隙に乗客
の指が近づかないようにして、指が挟まれたり、巻き込まれたりする危険性を排除する。
本方式は安全で、簡単かつ廉価である。案内部材は、磨耗しやすい可動部を含むことなく
形成され得る。長い動く歩道では、所望の長さの手摺を、適切な数だけ次々と重複配設し
て使用できる。
【００１７】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、第１手摺は、コン
ベヤに対して第２手摺よりも内側に位置する。案内部材は、第１手摺フレームの第１側面
に取り付けられている。
【００１８】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、案内部材は、第１
握り部近傍で握り部に並行して第１手摺ベルトの真下に伸びる案内端を含み、指が第１手
摺ベルトの下に入り込むのを防止する。
【００１９】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、案内端には、突起
や波形状のものなどの警告部材が設けられ、乗客は第１手摺ベルトを掴んでいる手の指が
そこに触れることで、切替り点への接近に気付くことができる。この切替り点で、手を第
１手摺ベルトから第２手摺ベルトに移動させなければならない。
【００２０】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、第２手摺ベルトは
、下部戻り部およびアーチ状の転換部を含む。第２手摺ベルトはこの転換部において、実
質的に180度の大きな径をもって戻り部から第２握り部へ曲がる。案内部材はカバースト
リップを含み、カバーストリップは、横方向および垂直方向に、第２手摺ベルトの転換部
の少なくとも一部分にわたって、その曲形状に沿って伸び、乗客の手が第１手摺フレーム
と第２手摺ベルトの転換部との間の間隙に巻き込まれるのを防止する。
【００２１】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、案内部材は、間隙
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内で長手方向に垂直に伸びる挿入部材を含み、この挿入部材は、手摺ベルトの上面近くで
間隙の長さ方向および幅方向を部分的に埋めて、指が間隙に入り込むのを防止する。
【００２２】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、案内部材は固体材
料で形成された一つの部材であり、そこに、案内端、警告部材、カバーストリップ、およ
び挿入部材が一体化されている。
【００２３】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、第１手摺ベルトお
よび第２手摺ベルトの運転速度は実質的に同じである。
【００２４】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、第１手摺ベルトと
第２手摺ベルトの運転速度は異なる。
【００２５】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、これらの動く歩道
、動くスロープ、またはエスカレータは、いわゆる高速の動く歩道、動くスロープ、また
はエスカレータであり、乗客輸送速度を実質的に低速の初期速度から高輸送速度へと加速
する加速部と、乗客を一定の輸送速度で運送する定速部と、乗客輸送速度を一定輸送速度
から減速最終速度へと減速する減速部とを含んでいる。
【００２６】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、第１手摺は加速部
に、第２手摺は加速部または定速部に設けられ、このとき、第２手摺ベルトの運転速度は
第１手摺ベルトの運転速度よりも速い。
【００２７】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、第１手摺および第
２手摺は定速部に設けられ、したがって第１手摺ベルトおよび第２手摺ベルトの運転速度
は実質的に同じである。
【００２８】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、第１手摺は定速部
または減速部に、第２手摺は減速部に設けられ、したがって第２手摺ベルトの運転速度は
第１手摺ベルトの運転速度よりも遅い。
【００２９】
　動く歩道、動くスロープ、またはエスカレータの一実施例において、これらは例えば床
やその他の支持体などの固定基部に設置するように設計された低構造の動く歩道、動くス
ロープ、またはエスカレータである。
【発明の詳細な説明】
【００３０】
　以下、本発明をいくつかの実施例および添付の図面を参照して詳細に述べる。
【００３１】
　図１は、水平型の動く歩道の概略図である。この動く歩道は、コンベヤ１と、コンベヤ
に沿って設けられた連続する手摺２、８とを含む。図１および以下の詳説では、動く歩道
の進入口端に設置された２本の連続する手摺２、８について述べるが、動く歩道沿いのど
の位置であっても、連続する手摺の切替り部に本発明の原理を応用できる。
【００３２】
　図１に示す動く歩道はいわゆる高速の動く歩道であり、その運送方向は右から左に進む
方向である。この動く歩道は、例えば床やその他の支持体などの固定基部に設置するよう
に設計された低構造体である。動く歩道はその進入口端に加速部22を有し、乗客輸送速度
を、人間の歩行速度(例えば、0.5～0.7m/s)に相当するかなり遅い初期速度から、高輸送
速度(例えば、５m/s)まで加速する。定速部23では、乗客を一定輸送速度で運送する。動
く歩道はその出口端に減速部24を有し、乗客輸送速度を、一定輸送速度から、前述の人間
の歩行速度に相当する減速最終速度へと減速する。動く歩道に沿った手摺のベルトは、対
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応部分のコンベヤの速度に近い速さで動くため、コンベヤに対する長さLの手摺区間にお
ける手摺ベルトのリード／スリップは、適切な範囲内、例えば±35～40cm以内である。
【００３３】
　図２は、図１における動く歩道の進入口端のＡ部分を示し、次々に設置された第１手摺
２および第２手摺８を含む。第２手摺８は、運送方向に対して第１手摺２の下流の、第１
手摺と同じ側に設置され、コンベヤ１に沿って第１手摺と平行に伸び、第１手摺から短い
横方向間隔をおいて離間され、手摺２および８が重複するかたちで並んで配置されている
。
【００３４】
　第１手摺２は、環状に形成された循環する第１手摺ベルト３を含み、このベルトは上部
第１握り部４を有し、乗客が手で掴んで支えることができる。第１握り部は、運送方向に
対して下流に位置する下流端５を有する。手摺ベルト３の戻り部分は、コンベヤフレーム
内を走行するように案内される。手摺ベルトのループ端の片側には、戻り部と第１手摺部
３との間に大きな半径を有するアーチ状の転換部がある。手摺ベルト３は、第１手摺フレ
ーム６に支持、案内される。フレーム６は第１側面７を有し、この側面は図２の紙面で表
側を向いている。
【００３５】
　これに対応して、第２手摺８も第１手摺２と同じ構成である。第２手摺８は、環状に形
成された循環する第２手摺ベルト９を含み、このベルトは上部第２握り部10を含み、乗客
が手で掴んで支えることができる。第２握り部は、運送方向に対して上流に位置する上流
端11を有する。第２手摺フレーム12は、手摺ベルト９を支持して、案内する。第２手摺フ
レーム12の第２側面13は、第１手摺フレーム６の第１側面７に面し、図２の紙面の裏側を
向いている。
【００３６】
　図２～図８から明らかなとおり、第１手摺２および第２手摺８は、第１握り部４の下流
端５が第２握り部10の上流端11と実質的に並行するよう、重複するように配設されて、第
１握り部と第２握り部との間には間隙14が残る。図２に示すように、案内部材15が第１手
摺２に取り付けられていて、乗客の指が間隙14に入り込むのを防ぐ。第１手摺２は、コン
ベヤ１に対して第２手摺８よりも内側に位置する。
【００３７】
　図５を参照すると、案内部材15は、重複部分の、手摺ベルトの運転方向から見て進入口
側に位置し、第１手摺フレーム６の第１側面７に取り付けられている。手摺ベルトの運転
方向から見て、重複部分の下流側には第２案内部材15が設けられ、第２手摺フレーム12の
第２側面13に取り付けられている。
【００３８】
　図４、図７、図８から明白なとおり、案内部材15は、第１握り部４近傍で握り部に並行
して第１手摺ベルト３真下に伸びる案内端16を含み、それによって指が第１手摺ベルト３
の下に入り込むのを防止している（図７を参照）。案内端16には警告部材17が設けられる
。この警告部材17は、本例では波形などの形状であり、乗客は第１手摺ベルト３を掴んで
いる手の指がそこに触れることで、切替り点に近づいていることに気付く。この切替り点
で第１手摺ベルト３から第２手摺ベルト８へ手を移動させなければならない。図７は、第
１手摺ベルト３を掴んでいる手が、警告部材17に接触する様子を示す。
【００３９】
　また、図５、図６、および図７からわかるとおり、案内部材15はさらに、間隙14内で長
手方向に垂直に伸びる挿入部材21を含む。この挿入部材は、手摺ベルト３および９上面の
Tの高さ近くにおいて、間隙の長さ方向および幅方向をある程度埋めて、指が間隙14に入
り込むのを防止する。挿入部材21は隣接するベルト間に指が挟まれるのを防ぎ、また、各
指を一斉に次の手摺ベルトに載せるように形成されている。たとえベルト間に指を入れよ
うとしても、それは不可能であり、指および手は次の手摺ベルトへと安全に案内される。
【００４０】
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　案内部材15はまた、カバーストリップ20を含む。カバーストリップは、横方向および垂
直方向に、第２手摺ベルト３の転換部19の少なくとも一部分にわたって、その曲形状に沿
って伸び、乗客の手が第１手摺フレーム６と第２手摺ベルト３の転換部19との間の間隙に
巻き込まれるのを防止する。
【００４１】
　案内部材15は固体材料で形成された一つの部材であり、そこに、案内端16、警告部材17
、カバーストリップ20、および挿入部材21が形成されている。
【００４２】
　再び図１を参照すると、第１手摺２は加速部22に、第２手摺８は加速部22または定速部
23に設置され、この場合、第２手摺ベルト９の運転速度は第１手摺ベルト３の運転速度よ
りも高い。
【００４３】
　第１手摺２および第２手摺８はまた、定速部23に設置してもよく、その場合、第１手摺
ベルト３と第２手摺ベルト９の運転速度は実質的に同じである。
【００４４】
　同様に、第１手摺２は定速部23または減速部24に設置し、第２手摺８は減速部24に設置
してもよく、その場合、第２手摺ベルト９の運転速度は第１手摺ベルト３の運転速度より
も低い。
【００４５】
　一連の手摺を上述のように重複配設することで、動く歩道の手摺を適度の長さに分割で
きるため、非常に長い手摺ベルト輪は不要となる。手摺ベルトのループ長は自由に選択で
きる。
【００４６】
　本発明は、上述の実施例に限定されるものではなく、本願特許請求の範囲に規定される
発明の概念の範囲において、さまざまに変更可能である。したがって、上述の実施例にお
ける動く歩道を、動くスロープ、エスカレータ、または同様のコンベヤに置き換えてもよ
い。
【００４７】
　また、当業者にとって明らかなように、本発明は、例として示される上述の実施例に限
定されるものではなく、本願特許請求の範囲に規定される発明の概念の範囲において、多
様な変形例が実行可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明による動く歩道の実施例の概略側面図である。
【図２】図１におけるＡ部分の拡大図である。
【図３】図２におけるIII－III方向から見た図である。
【図４】並行する第１および第２手摺の重複部分を、そこに設けられた案内部材とともに
斜め上から見た斜視図である。
【図５】第１および第２手摺の重複部分の上面図である。
【図６】図４における切替り部を図５におけるVI－VI方向から見た図である。
【図７】および
【図８】乗客の手を切替り部に誘導する様子を示す図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　コンベヤ
　２　第１手摺
　３　第１手摺ベルト
　４　第１握り部
　５　下流端
　６　第１手摺フレーム
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　７　第１側面
　８　第２手摺
　９　第２手摺ベルト
　10　第２握り部
　11　上流端
　12　第２手摺フレーム
　13　第２側面
　14　間隙
　15　案内部材
　16　案内端
　17　警告部材
　18　戻り部
　19　転換部
　20　カバーストリップ
　21　挿入部材
　Ｔ　高さ
　22　加速部
　23　定速部
　24　減速部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図８】



(11) JP 2008-526654 A 2008.7.24

10

20

30

40

【国際調査報告】



(12) JP 2008-526654 A 2008.7.24

10

20

30

40



(13) JP 2008-526654 A 2008.7.24

10

20

30

40



(14) JP 2008-526654 A 2008.7.24

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LC,LK,L
R,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY
,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  アウランコ、　エスコ
            フィンランド共和国　エフアイ－０４２３０　ケラバ、　カエンカトゥ　６　シー　３３
Ｆターム(参考) 3F321 AA04  BA01  BA06  CF01  CF12 

【要約の続き】
、第１握り部と第２握り部との間に間隙(14)を残す。第１手摺(２)および／または第２手摺(８)は、乗客の指が間隙
(14)に入り込むのを防ぐ案内部材(15)を含む。
【選択図】図４
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